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未来への基盤づくり

施 策 の 柱

本市を含む4市6町を対象とした木曽川右岸流域下水道は、平成3年4月1日より供用を開始し、

流域住民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、流域下水道の整備を推進し

ています。

本市の下水道普及率は平成20年度末で66.0%となっており、全国平均72.7%、県平均

67.7%を下回っています。

市街化区域を中心にして計画的に整備を進めてきましたが、市民の生活環境に対する意識の変

化や民間設置のコミュニティプラントの老朽化等にともない、下水道整備に対する要望はます

ます増加しています。

今後は、市民の理解を得ながら、投資効果の高い区域を中心に、効率的かつ計画的に下水道の

整備を進めるとともに、整備区域内の早期接続を促進することが必要です。

一方、下水道処理区域は、平成20年度末には約1,938.9haと広がり、経年劣化した管渠やマ

ンホールの補修や清掃等の維持管理についても計画的に行う必要があります。

本市には、木曽川をはじめとする美しい河川と東部及び北部の緑豊かな山地がありますが、都

市化の進展により、保水・遊水機能が低下し、集中豪雨時における家屋への浸水や道路冠水な

ど都市型の浸水被害が発生していることから、市民の生命と財産を守るため、計画的な雨水対

策が必要となっています。

河川については、水と緑の貴重な空間を提供するとともに、植物や魚など生き物の生息の場で

あり、飲み水や農業用水、工業用水など市民の暮らしを支える地域社会の重要な自然です。

現在、市内の河川については計画的な整備がなされていますが、今後も引き続き流域環境の整

備を図るとともに、自然との共生や水辺空間の活用を考慮した河川改修、内水排除事業を推進

する必要があります。

■ 流域下水道関連公共下水道状況の推移 

資料：下水道課 ※各年4月1日現在、外国人除く 
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市民の安全で快適な生活環境の確保や浸水被害の防止を図るとともに、美しく親し

むことができる水辺環境を形成するため、公共下水道の整備や河川、水路の整備など、

汚水・雨水対策を推進します。

施策群 主な事業 

公共下水道の推進 

河川改修の推進 

6-1

6-2

● 木曽川右岸流域下水道の整備促進 
● 公共下水道の整備 
● 公共下水道の維持管理 
● 公共下水道の普及促進 
 
● 親水性護岸による河川改修の促進 
● 堤防天端・高水敷を活用した遊歩道の整備 
● 多自然型河川の整備促進 
● 普通河川の整備 
● 境川流域総合治水対策事業の整備促進 
● 公共下水道（雨水）や都市下水路、排水路の整備 

公共下水道の推進6-1

木曽川右岸流域下水道事業の計画的な整備や、汚水処理施設の維持補修など適切な維持管理を促進
します。
適宜に下水道事業認可区域の見直しを行うなど、事業認可区域における下水道の整備を効率的かつ
計画的に行うとともに、普及率の向上を図ります。
経年劣化した管渠やマンホールの維持補修を計画的に行い、不明水の減少に努めます。
水洗化される世帯の融資あっせんと利子補給を行うとともに、説明会や個別指導など啓発活動を通
して、公共下水道への接続・水洗化を促進します。

河川改修の推進6-2

木曽川、新境川など一級河川の親水性を高める護岸整備を国や県に要請します。
新境川については、堤防天端や高水敷を活用した散策路の整備を推進します。
新境川や大安寺川については、多自然型の護岸整備を県に要請します。
市が管理する河川についても、その整備を推進します。
都市化の進展により、保水・遊水機能が低下した境川流域の水害の防止・軽減を図るため、土地利
用を含めた境川流域総合治水対策事業を促進するとともに、これらの事業を補完し、流域全体で流
出抑制を図るため、流域貯留・浸透施設を整備します。
市街地などの浸水被害を防止するため、公共下水道（雨水）や都市下水路、排水路の整備や適切な
維持管理を推進します。
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下水道供用開始区域における速やかな下水道への接続

家庭での雨水の地下浸透

河川、排水路の美化活動への参加

◆

◆

◆

下水道普及率 66.0%（H20末） 77.5%

重点指標 現状値 目標値 
平成26年度末 

堤防天端・高水敷を活用した遊歩道整備延長 － 1.00km（H22-H26計） 

境川流域貯留・浸透施設設置数 2箇所（H20末） 3箇所 

公共下水道（雨水）認可区域内の整備率 61.0%（H20末） 64.1%

補助指標 現状値 
目標値  

平成26年度末 

多自然型河川整備




